
JP 6395174 B1 2018.9.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の中心軸に対して一端が回動自在に保持された操作レバーと、
　前記操作レバーが連結され、前記所定の中心軸に対して前記操作レバーと共に回動する
フレームと、
　前記フレームを回動自在に支持する固定部材と、
　前記所定の中心軸と同軸に前記フレーム又は前記固定部材のうち一方の端部に連結され
た回転軸と、
　前記フレーム又は前記固定部材のうち他方に設けられ、前記回転軸を回動自在に保持す
る孔を有する軸受部と、
　前記回転軸の一部に設けられ、前記孔の内径よりも大きい外径部を有し、前記フレーム
又は前記固定部材のうち前記他方の一部に当接して当該回転軸の軸方向における位置を規
定する位置規定部と、
　を具備し、
　前記回転軸は、前記所定の中心軸に沿う方向における位置を調整自在に構成されており
、前記所定の中心軸に沿う方向における前記回転軸の位置を調整することにより、前記所
定の中心軸に沿う方向の前記軸受部と前記位置規定部とのクリアランスを調整することを
特徴とする内視鏡の湾曲操作機構。
【請求項２】
　前記回転軸と前記位置規定部とは一体に形成されていることを特徴とする請求項１に記
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載の内視鏡の湾曲操作機構。
【請求項３】
　前記フレーム又は前記固定部材には、前記所定の中心軸と同軸に螺合溝が形成されてお
り、
　前記回転軸には、前記螺合溝に螺合する螺合部が形成されており、
　前記クリアランスを調整する際には、前記螺合部を前記螺合溝に螺合させることにより
前記回転軸を前記所定の中心軸に沿う方向に進退させることを特徴とする請求項１に記載
の内視鏡の湾曲操作機構。
【請求項４】
　前記回転軸には、前記クリアランスを調整するための治具が係合する係合部が形成され
ていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡の湾曲操作機構。
【請求項５】
　前記回転軸は、少なくとも前記孔の内周と接触する部分が球状に形成されていることを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡の湾曲操作機構。
【請求項６】
　前記孔は、少なくとも前記回転軸の外周と接触する部分が球状に形成されていることを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡の湾曲操作機構。
【請求項７】
　前記軸受部と前記位置規定部との間には、スペーサ部材が介在していることを特徴とす
る請求項１に記載の内視鏡の湾曲操作機構。
【請求項８】
　所定の中心軸に対して一端が回動自在に保持された操作レバーと、
　前記操作レバーを回動自在に支持するフレームと、
　前記所定の中心軸と同軸に前記フレーム又は前記操作レバーのうち一方に連結された回
転軸と、
　前記フレーム又は前記操作レバーのうち他方に設けられ、前記回転軸を回動自在に保持
する孔を有する軸受部と、
　前記回転軸の一部に設けられ、前記孔の内径よりも大きい外径部を有し、前記フレーム
又は前記操作レバーのうち前記他方の一部に当接して当該回転軸の軸方向における位置を
規定する位置規定部と、
　を具備し、
　前記回転軸は、前記所定の中心軸に沿う方向における位置を調整自在に構成されており
、前記所定の中心軸に沿う方向における前記回転軸の位置を調整することにより、前記所
定の中心軸に沿う方向の前記軸受部と前記位置規定部とのクリアランスを調整することを
特徴とする内視鏡の湾曲操作機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ジョイスティック式の湾曲操作用操作部材を具備する内視鏡の湾曲操作機
構に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、細長管形状の挿入部を有して構成される内視鏡は、例えば医療分野や工業分野等
において広く利用されている。このうち、医療分野において用いられる医療用内視鏡は、
挿入部を、例えば生体の体腔内に挿入して臓器等を観察したり、必要に応じて当該臓器等
に対し内視鏡に具備される処置具挿通チャンネル内に挿入した処置具を用いて各種の処置
を施すことができるように構成されている。また、工業分野において用いられる工業用内
視鏡は、挿入部を、例えばジェットエンジンや工場配管等の装置若しくは機械設備等の内
部に挿入して、当該装置等の内部の傷や腐蝕等の状態を観察し検査することができるよう
に構成されている。
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【０００３】
　この種の従来の内視鏡の挿入部は、先端硬質部，湾曲部，長尺の管状部材（可撓性を有
する軟性の可撓管又は金属等の硬質部材からなる硬性管）を先端側から順に連設した形態
で構成されているのが普通である。このうち湾曲部は、挿入部の基端に連設された操作部
に設けられる操作部材を操作することによって、挿入軸に対して湾曲自在となるように構
成される部位である。従来の内視鏡においては、湾曲部の湾曲動作を実現させるために、
操作部と挿入部の内部に湾曲操作機構を設けて構成している。
【０００４】
　内視鏡の湾曲操作機構は、操作部に設けられる湾曲操作用の操作部材と、この操作部材
の操作入力を挿入部の先端側の湾曲部へと伝達する湾曲ワイヤーと、上記操作部材と上記
湾曲ワイヤーとの間に介在する湾曲機構部等によって構成されている。このうち、湾曲操
作用の操作部材としては、例えば回転操作式のものが一般的であるが、そのほかにも、例
えば、棒（スティック）状部材を傾倒させる形態のジョイスティック式のものがある。
【０００５】
　内視鏡において、上記ジョイスティック式の操作部材を湾曲操作用の操作部材として用
いた湾曲操作機構については、例えば、日本国特許公開Ｈ６－１６９８８３号公報，日本
国特許公開２０１１－２４２６０７号公報等によって、従来より種々の形態のものが提案
されている。
【０００６】
　従来の内視鏡の湾曲操作機構において、ジョイスティック式の操作部材を用いるもので
は、所定の中心軸に対して棒状部材の基端部を、当該中心軸周りに回動自在となるように
保持されている。この場合において、棒状部材の基端部は、中心軸と同軸に配置された回
転軸を固定部材に設けた軸受部で受けることで中心軸周りに回動する。このような構成に
より、棒状部材を傾倒させると、当該棒状部材は回転軸を軸受部内で回動させて、中心軸
周りに回動するように構成されている。
【０００７】
　ところが、従来の内視鏡の湾曲操作機構において、ジョイスティック式の操作部材を用
いるものでは、湾曲操作を行うために棒状部材を傾倒させて回転軸を回動させる際に、回
転軸と軸受部との間に回転ガタ (rotation rattling, looseness) やカジリ (Galling) 
が生じたり、過度の摩擦が生じてしまう場合がある。このような場合には、湾曲操作部材
の操作感が著しく低下してしまうと共に、確実な湾曲操作を阻害してしまう要因になると
いう問題点がある。
【０００８】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、ジョ
イスティック式の湾曲操作用操作部材を具備する内視鏡の湾曲操作機構において、棒状部
材が２つの回転軸周りに回動する際に、各軸受部で生じる回転ガタやカジリの発生又は過
度の摩擦を抑制し、常に円滑な傾倒操作を実現することのできる内視鏡の湾曲操作機構を
提供することである。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様の内視鏡の湾曲操作機構は、所定の中心軸
に対して一端が回動自在に保持された操作レバーと、前記操作レバーが連結され、前記所
定の中心軸に対して前記操作レバーと共に回動するフレームと、前記フレームを回動自在
に支持する固定部材と、前記所定の中心軸と同軸に前記フレーム又は前記固定部材のうち
一方の端部に連結された回転軸と、前記フレーム又は前記固定部材のうち他方に設けられ
、前記回転軸を回動自在に保持する孔を有する軸受部と、前記回転軸の一部に設けられ、
前記孔の内径よりも大きい外径部を有し、前記フレーム又は前記固定部材のうち前記他方
の一部に当接して当該回転軸の軸方向における位置を規定する位置規定部とを具備し、前
記回転軸は、前記所定の中心軸に沿う方向における位置を調整自在に構成されており、前
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記所定の中心軸に沿う方向における前記回転軸の位置を調整することにより、前記所定の
中心軸に沿う方向の前記軸受部と前記位置規定部とのクリアランスを調整する。
　本発明の第２の態様の内視鏡の湾曲操作機構は、所定の中心軸に対して一端が回動自在
に保持された操作レバーと、前記操作レバーを回動自在に支持するフレームと、前記所定
の中心軸と同軸に前記フレーム又は前記操作レバーのうち一方に連結された回転軸と、前
記フレーム又は前記操作レバーのうち他方に設けられ、前記回転軸を回動自在に保持する
孔を有する軸受部と、前記回転軸の一部に設けられ、前記孔の内径よりも大きい外径部を
有し、前記フレーム又は前記操作レバーのうち前記他方の一部に当接して当該回転軸の軸
方向における位置を規定する位置規定部と、を具備し、前記回転軸は、前記所定の中心軸
に沿う方向における位置を調整自在に構成されており、前記所定の中心軸に沿う方向にお
ける前記回転軸の位置を調整することにより、前記所定の中心軸に沿う方向の前記軸受部
と前記位置規定部とのクリアランスを調整する。
【００１０】
　本発明によれば、ジョイスティック式の湾曲操作用操作部材を具備する内視鏡の湾曲操
作機構において、棒状部材が２つの回転軸周りに回動する際に、各軸受部で生じる回転ガ
タやカジリの発生又は過度の摩擦を抑制し、常に円滑な傾倒操作を実現することのできる
内視鏡の湾曲操作機構を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態の湾曲操作機構を具備する内視鏡を含む内視鏡システム全体
の概略構成。
【図２】本発明の一実施形態の内視鏡の湾曲操作機構を示し、湾曲操作機構の内部構成を
示す要部拡大斜視図
【図３】図２の［３］－［３］線に沿う平面の縦断面図
【図４】図３の矢印符号［４］で指し示す回転軸近傍の領域を拡大して示す要部拡大断面
図
【図５】図２の内視鏡の湾曲操作機構において、第１回転軸の球状部と、第１軸受部の孔
の内周との接触状態を示す概念図であって、第１軸受部の孔が中心軸に沿って同軸に形成
されている場合を例示する図
【図６】図２の内視鏡の湾曲操作機構において、第１回転軸の球状部と、第１軸受部の孔
の内周との接触状態を示す概念図であって、第１軸受部の孔が中心軸から若干ずれて形成
されている場合を例示する図
【図７】本発明の一実施形態の内視鏡の湾曲操作機構における位置調整機構の第１変形例
を示す要部拡大断面図
【図８】本発明の一実施形態の内視鏡の湾曲操作機構における位置調整機構の第２変形例
を示す要部拡大断面図
【図９】本発明の一実施形態の内視鏡の湾曲操作機構における位置調整機構の第３変形例
を示す要部拡大断面図
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図示の実施の形態によって本発明を説明する。以下の説明に用いる各図面は模式
的に示すものであり、各構成要素を図面上で認識可能な程度の大きさで示すために、各部
材の寸法関係や縮尺等を各構成要素毎に異ならせて示している場合がある。したがって、
本発明は、各図面に記載された各構成要素の数量や各構成要素の形状や各構成要素の大き
さの比率や各構成要素の相対的な位置関係等に関して、図示の形態のみに限定されるもの
ではない。
【００１３】
　［一実施形態］
　図１は、本発明の一実施形態の湾曲操作機構を具備する内視鏡を含む内視鏡システム全
体の概略構成を示す図である。
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【００１４】
　まず、本実施形態の湾曲操作機構の詳細を説明する前に、当該湾曲操作機構を具備する
内視鏡を含む内視鏡システムの概略構成を、図１を用いて以下に説明する。
【００１５】
　内視鏡システム１は、図１に示すように、内視鏡２と、カメラコントロールユニット３
とによって主に構成される医療機器である。
【００１６】
　カメラコントロールユニット３は、内視鏡２を制御する制御装置であると共に、画像処
理装置と光源装置とを兼ね備えている。つまり、カメラコントロールユニット３には、内
視鏡２に設けられる撮像ユニット（不図示）等を制御する制御回路等を含む制御装置と、
内視鏡２の上記撮像ユニット（不図示）によって取得される画像信号を受けて各種の画像
処理等を行う画像処理回路等を含む画像処理装置と、内視鏡２に対して照明光を供給する
光源（ハロゲンランプ等；不図示）を含む光源装置等が内蔵されている。
【００１７】
　カメラコントロールユニット３の前面には、各種の操作部材等を備えた操作パネル３０
が設けられている。この操作パネル３０には、内視鏡２と接続する接続部であるレセプタ
クル部３１と、各種の操作を行う操作部材や状態表示のための表示部材等を並べて配置し
た操作表示部３２と、電源スイッチ３３等が設けられている。
【００１８】
　なお、上記レセプタクル部３１には、後述する内視鏡２の内視鏡コネクタ１４が接続さ
れる。これにより、当該カメラコントロールユニット３と内視鏡２との間の電気的な接続
が確保される。
【００１９】
　内視鏡２は、長尺な挿入部１２と、この挿入部１２の基端に連設された操作部１３と、
カメラコントロールユニット３のレセプタクル部３１に接続される内視鏡コネクタ１４等
を有して主に構成されている。
【００２０】
　挿入部１２は、主にステンレスなどの金属製部材から形成された先端部２１と、柔軟に
湾曲自在な湾曲部２２と、ステンレスなどの金属管によって形成された長尺な硬性管又は
可撓性を有する可撓管等の管状部材２３とを有して構成され、これらは先端側から順に連
設されている。
【００２１】
　先端部２１は、ＣＣＤセンサ，ＣＭＯＳセンサ等を用いた撮像部（不図示）が内蔵され
ている。この撮像部からは、駆動制御用の通信ケーブル及び撮像信号を伝送するための高
速伝送用の光伝送用ファイバ等が延設され、上記挿入部１２の内部を挿通している。
【００２２】
　湾曲部２２の内部には、複数の湾曲駒（不図示）が長手方向に沿って一列に並んで配設
されている。これら複数の湾曲駒は、複数（例えば４本）の湾曲操作ワイヤ（不図示）が
牽引あるいは弛緩されることによって相互に回動されることにより、湾曲部２２を任意の
方向に湾曲させることができるように構成されている。また、上記湾曲部２２には、複数
の湾曲駒を覆う外皮である湾曲ゴム２２ａが外面を覆うように設けられている。
【００２３】
　管状部材２３の内部には、先端部２１の撮像部から延設される通信ケーブルや光伝送用
ファイバ，先端部２１に照明光を伝送するためのライトガイド等が、先端部２１から湾曲
部２２を経て挿通されている。これと共に、管状部材２３の内部には、さらに、湾曲部２
２の最先端の湾曲駒（不図示）に先端が接続されて当該管状部材２３内部を基端側に延設
される複数の湾曲操作ワイヤ（不図示）が挿通されている。
【００２４】
　操作部１３は、挿入部１２の基端に連設され、内部空間を有して構成される筐体からな
る構成ユニットである。この操作部１３には、湾曲操作ワイヤを介して湾曲部２２を遠隔
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操作するための湾曲操作機構２５（詳細後述）と、カメラコントロールユニット３等を操
作するための各種スイッチ２６等が設けられている。
【００２５】
　また、操作部１３からは軟性ケーブル１５（ユニバーサルコード）が延出されている。
この軟性ケーブル１５の先端に、上記内視鏡コネクタ１４が連設されている。そして、操
作部１３の内部には、挿入部１２から延設される上記通信ケーブル，光伝送用ファイバ，
ライトガイド等が挿通されている。これらの各種内蔵物は、軟性ケーブル１５の内部を挿
通して内視鏡コネクタ１４に接続されている。このような構成により、内視鏡コネクタ１
４がレセプタクル部３１に接続されると、内視鏡２の操作部１３と内視鏡コネクタ１４と
の間は、軟性ケーブル１５を介して接続される。
【００２６】
　次に、本実施形態の内視鏡の湾曲操作機構の構成について、主に図２～図４を用いて以
下に詳述する。
【００２７】
　図２，図３は、本発明の一実施形態の内視鏡の湾曲操作機構を示す図である。このうち
図２は、本実施形態の内視鏡の湾曲操作機構の内部構成を示す要部拡大斜視図である。図
３は、図２の［３］－［３］線に沿う平面の縦断面図である。図４は、図３の矢印符号［
４］で指し示す回転軸近傍の領域を拡大して示す要部拡大断面図である。
【００２８】
　本実施形態の内視鏡の湾曲操作機構２５は、図２，図３に示すように、ケーシング４０
と、操作レバーである湾曲操作レバー４１と、フレーム４３と、複数の回転軸等によって
構成されている。
【００２９】
　ケーシング４０は、内部に湾曲操作機構２５の各構成部材を配設する筐体であり外装部
材である。また、ケーシング４０は、湾曲操作レバー４１を所定の中心軸（詳細後述）周
りに回動自在に支持する固定部材である。
【００３０】
　なお、本実施形態においては、操作部１３の外装筐体の一部を、湾曲操作機構２５のケ
ーシング４０として一体に形成した例を示している。しかし、上記ケーシング４０の構成
は、この例示に限られることはない。例えば、ケーシング４０は、操作部１３とは別体に
構成した形態とし、この別体のケーシングユニットを上記操作部１３に対して固定すると
いった形態としてもよい。
【００３１】
　ここで、所定の中心軸とは、湾曲操作レバー４１を傾倒させる際の回動中心となる軸で
ある。本実施形態において、上記所定の中心軸は、図２に示すように、湾曲操作レバー４
１自体の軸方向（図２の符号Ｚで示す二点鎖線に沿う方向）に対して直交する方向に延び
る複数の軸としている。即ち、本実施形態においては、上記所定の中心軸は、図２の符号
ＲＬ及び符号ＵＤで示される２本の二点鎖線である。以下、中心軸ＲＬ，中心軸ＵＤと呼
称する。
【００３２】
　上記中心軸ＲＬと上記中心軸ＵＤとは、互いに直交するように設定されている。上記湾
曲操作レバー４１を、図２に示す矢印Ｒ方向又は矢印Ｌ方向に傾倒させると、湾曲操作レ
バー４１は上記中心軸ＲＬ周りに回動する。一方、湾曲操作レバー４１を、図２に示す矢
印Ｕ方向又は矢印Ｄ方向に傾倒させると、湾曲操作レバー４１は上記中心軸ＵＤ周りに回
動する。
【００３３】
　なお、本実施形態においては、湾曲操作レバー４１の回動中心となる所定の中心軸を２
本（ＲＬ，ＵＤ）設けた例を示しているが、この形態に限られることはない。例えば、上
記所定の中心軸を１本として構成することもできる。この場合には、湾曲操作レバー４１
の傾倒操作は、例えば矢印Ｒ，Ｌ方向のみの操作、又は矢印Ｕ，Ｄ方向のみの操作、のい
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ずれかとなる。
【００３４】
　湾曲操作レバー４１は、傾倒させることによって湾曲操作を行うための操作部材である
。湾曲操作レバー４１は、棒状部材からなり、その一端には、レバー基部４２が形成され
ている。このレバー基部４２は、所定の中心軸ＵＤに対して一端（レバー基部４２）が中
心軸ＵＤ周りに回動自在となるようにフレーム４３（の第２端部４３ａ（ＵＤ））におい
て保持されている。
【００３５】
　フレーム４３は、湾曲操作レバー４１のレバー基部４２が連結されて、当該湾曲操作レ
バー４１を所定の中心軸ＵＤ周りに回動自在に保持し、所定の中心軸ＲＬに対して湾曲操
作レバー４１と共に回動するように構成されるレバー保持部材である。
【００３６】
　即ち、フレーム４３は、上記所定の中心軸（ＲＬ，ＵＤ）のうちの一方（中心軸ＵＤ）
に対しては、上記湾曲操作レバー４１のレバー基部４２を回動自在に支持している。また
、フレーム４３は、上記所定の中心軸（ＲＬ，ＵＤ）のうちの他方（中心軸ＲＬ）に対し
ては、上記ケーシング４０の一部（第１軸受部４０ｂ；後述）に対して回動自在に支持さ
れている。
【００３７】
　複数の回転軸は、ケーシング４０の所定の部位（第１軸受部４０ｂ；後述）に配設され
る２本の第１回転軸４４（ＲＬ）と、フレーム４３の所定の部位（第２軸受部４３ｂ；後
述）に配設される２本の第２回転軸４４（ＵＤ）（図２参照）とがある。
【００３８】
　上記第１回転軸４４（ＲＬ）は、一方の中心軸ＲＬと同軸に配置され、フレーム４３の
２つの第１端部４３ａ（ＲＬ）をケーシング４０の一部（第１軸受部４０ｂ；後述）に対
してそれぞれ回動自在に軸支するための軸部材である。
【００３９】
　上記第２回転軸４４（ＵＤ）は、他方の中心軸ＵＤと同軸に配置され、湾曲操作レバー
４１のレバー基部４２をフレーム４３の２つの第２端部４３ａ（ＵＤ）に対して回動自在
に軸支するための軸状部材である。
【００４０】
　なお、詳細は後述するが、これら複数の回転軸は、それぞれ配設される部位や作用の対
象となる構成部材は異なるが、いずれも同様の形態に形成されているものである。
【００４１】
　以下は、本実施形態の内視鏡の湾曲操作機構２５の詳細構成である。
【００４２】
　上記ケーシング４０は、上記複数の回転軸のうち２本の第１回転軸４４（ＲＬ）のそれ
ぞれを回動自在に保持する複数（２つ）の孔４０ａを持つ複数（２つ）の第１軸受部４０
ｂを具備している。ここで、上記複数（２つ）の第１軸受部４０ｂは、ケーシング４０の
一部として、当該ケーシング４０と一体に形成されている。
【００４３】
　また、上記ケーシング４０には、開口４０ｘ（図２参照）が形成されている。この開口
４０ｘは、湾曲操作レバー４１が傾倒操作される場合の可動領域を規制する空洞部である
。したがって、上記開口４０ｘは、当該湾曲操作機構２５が上記操作部１３に組み込まれ
た状態となった時、上記湾曲操作レバー４１が操作部１３の外装面から突出する方向に向
けて開口している。当該ケーシング４０は、上記開口４０ｘの周縁部を取り囲むように、
側壁４０ｙ（図２参照）が形成されている。そして、上記湾曲操作レバー４１は当該開口
４０ｘの内部領域に配設される。
【００４４】
　ケーシング４０において、上記複数（２つ）の第１軸受部４０ｂ及び複数（２つ）の孔
４０ａは、上記側壁４０ｙにあって互いに対向する位置にそれぞれ設けられている。ここ
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で、複数（２つ）の第１軸受部４０ｂの複数（２つ）の孔４０ａは、各孔４０ａの中心を
結ぶ軸線が、上記所定の中心軸の一方（中心軸ＲＬ）と同軸となるように形成されている
。
【００４５】
　上記ケーシング４０において、上記複数（２つ）の孔４０ａには、それぞれに第１回転
軸４４（ＲＬ）が挿通配置されている。この第１回転軸４４（ＲＬ）は、ケーシング４０
の第１軸受部４０ｂにおいてフレーム４３を中心軸ＲＬ周りに回動自在に軸支している。
この場合において、第１回転軸４４（ＲＬ）は、少なくとも孔４０ａの内周と接触する部
分が球状に形成されている。この部位を球状部４４ｄという（図４参照）。
【００４６】
　このように、第１回転軸４４（ＲＬ）において、孔４０ａの内周と接触する部分に球状
部４４ｄを設けたので、第１回転軸４４（ＲＬ）の球状部４４ｄと、第１軸受部４０ｂの
孔４０ａの内周とは線接触となっている。
【００４７】
　ここで、図５，図６は、第１回転軸の球状部と、第１軸受部の孔の内周との接触状態を
示す概念図である。このうち、図５は、第１軸受部４０ｂの孔４０ａが中心軸ＲＬに沿っ
て同軸に形成されている場合を例示する図である。図６は、工作精度のぶれ等によって第
１軸受部４０Ａｂの孔４０Ａａが中心軸ＲＬから若干ずれて形成されている場合を例示す
る図である。
【００４８】
　図５，図６において、符号［Ｄ］で示す二点鎖線は、球状部４４ｄの一部が孔４０ａ，
４０Ａａの内周に線接触している部分を示している。
【００４９】
　通常の場合、ケーシング４０の第１軸受部４０ｂの孔４０ａは、図５に示すように、中
心軸ＲＬに沿って同軸に形成される。この場合には、第１回転軸４４（ＲＬ）の球状部４
４ｄは、第１軸受部４０ｂの孔４０ａの内周において線接触（符号［Ｄ］参照）で接して
いるので、スムースな回転が確保されている。
【００５０】
　一方、工作精度によっては、それが許容公差範囲内であっても、ケーシング４０Ａの第
１軸受部４０Ａｂの孔４０Ａａが、図６に示すように、中心軸ＲＬから若干ずれて形成さ
れる場合がある。このような場合であっても、第１回転軸４４（ＲＬ）の球状部４４ｄと
、第１軸受部４０Ａｂの孔４０Ａａの内周との線接触（符号［Ｄ］参照）が確保されてい
るので、スムースな回転が確保される。
【００５１】
　なお、本実施形態においては、上記球状部４４ｄを第１回転軸４４（ＲＬ）に形成した
例を示しているが、この例に限られることはない。例えば、上記球状部を孔の内周であっ
て、少なくとも回転軸の外周と接触する部分に形成する形態としてもよい。
【００５２】
　また、第１回転軸４４（ＲＬ）の先端寄りの部位には、図４に示すように、螺合部４４
ｃが形成されている。一方、これに対応させて、フレーム４３の一部（第１端部４３ａ（
ＲＬ））には、同図４に示すように、中心軸ＲＬと同軸に孔４３ｄが形成されている。そ
して、この孔４３ｄには、中心軸ＲＬと同軸に、上記螺合部４４ｃに螺合する螺合溝４３
ｃが形成されている。この構成により、２本の第１回転軸４４（ＲＬ）は、ケーシング４
０において複数（２つ）の孔４０ａのそれぞれに挿通配置され、かつ、２本の第１回転軸
４４（ＲＬ）の各螺合部４４ｃがフレーム４３の螺合溝４３ｃに螺合している。これによ
り、ケーシング４０の第１軸受部４０ｂにおいて、フレーム４３は、２本の第１回転軸４
４（ＲＬ）によって中心軸ＲＬ周りに回動自在に軸支されている。
【００５３】
　一方、フレーム４３は、所定の中心軸の他方（中心軸ＵＤ）に対して湾曲操作レバー４
１のレバー基部４２を回動自在に連結している。即ち、上記フレーム４３は、複数（２本
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）の第２回転軸４４（ＵＤ）をそれぞれ回動自在に保持する複数（２つ）の孔（不図示；
ケーシング４０の孔４０ａに相当するものと同様の孔）を持つ複数（２つ）の第２軸受部
４３ｂ（図２参照）を具備している。
【００５４】
　ここで、上記複数（２つの）の第２軸受部４３ｂは、フレーム４３の一部（第２端部４
３ａ（ＵＤ）；図２参照）に形成されており、当該フレーム４３とは一体に形成されてい
る。
【００５５】
　フレーム４３において、上記複数（２つ）の第２軸受部４３ｂ及び複数（２つ）の孔（
不図示）は、フレーム４３の側面にあって互いに対向する位置にそれぞれ設けられている
。ここで、複数（２つ）の第２軸受部４３ｂの複数（２つ）の孔は、各孔の中心を結ぶ軸
線が、上記所定の中心軸の他方（中心軸ＵＤ）と同軸となるように形成されている。
【００５６】
　上記フレーム４３において、上記複数（２つ）の孔には、それぞれに第２回転軸４４（
ＵＤ）が挿通配置されている。この第２回転軸４４（ＵＤ）は、フレーム４３の第２軸受
部４３ｂにおいて湾曲操作レバー４１のレバー基部４２を中心軸ＵＤ周りに回動自在に軸
支している。この場合において、第２回転軸４４（ＵＤ）は、少なくとも孔の内周と接触
する部分が球状に形成されている。この点において、上記第２回転軸４４（ＵＤ）は、上
述の第１回転軸４４（ＲＬ）と同様の構成及び作用を有する。
【００５７】
　なお、球状部４４ｄを第２回転軸４４（ＵＤ）に形成した上記例示に限られることはな
く、例えば、上記球状部を孔の内周であって、少なくとも回転軸の外周と接触する部分に
形成する形態としてもよい点においても、上述の第１回転軸４４（ＲＬ）と同様である。
【００５８】
　また、第２回転軸４４（ＵＤ）の先端寄りの部位にも、上記第１回転軸４４（ＲＬ）と
同様の螺合部が形成されている（不図示；螺合部４４ｃに相当）。一方、これに対応させ
て、レバー基部４２には、中心軸ＵＤと同軸に孔（不図示；フレーム４３の孔４３ｄに相
当するものと同様の孔）が形成されている。そして、この孔には、中心軸ＵＤと同軸に、
上記螺合部に螺合する螺合溝が形成されている（不図示；螺合溝４３ｃに相当）。この構
成により、２本の第２回転軸４４（ＵＤ）においては、フレーム４３において孔のそれぞ
れに挿通配置され、かつ、２本の第２回転軸４４（ＵＤ）の各螺合部がレバー基部４２の
螺合溝に螺合している。これにより、フレーム４３の第２軸受部４３ｂにおいて、レバー
基部４２は、２本の第２回転軸４４（ＵＤ）によって中心軸ＵＤ周りに回動自在に軸支さ
れている。
【００５９】
　また、上記第１回転軸４４（ＲＬ）は、ケーシング４０の孔４０ａの内径よりも大きい
外径部を有し、当該第１回転軸４４（ＲＬ）の位置を規定する位置規定部であるフランジ
部４４ａを有している。このフランジ部４４ａは、第１回転軸４４（ＲＬ）の一端部に設
けられており、その一部位を構成している。つまり、上記フランジ部４４ａと、第１回転
軸４４（ＲＬ）とは一体に形成されている。そして、このフランジ部４４ａは、ケーシン
グ４０の一部に当接することにより、第１回転軸４４（ＲＬ）の軸方向における位置決め
を行う機能を有する。
【００６０】
　同様に、上記第２回転軸４４（ＵＤ））は、フレーム４３の孔（不図示；上記ケーシン
グ４０の孔４０ａに相当する孔）の内径よりも大きい外径部を有し、当該第２回転軸４４
（ＵＤ）の位置を規定する位置規定部であるフランジ部４４ａを有している。このフラン
ジ部４４ａは、第２回転軸４４（ＵＤ）の一端部に設けられており、その一部位を構成し
ている。つまり、上記フランジ部４４ａと、第２回転軸４４（ＵＤ）とは一体に形成され
ている。そして、このフランジ部４４ａは、ケーシング４０の一部に当接することにより
、第２回転軸４４（ＵＤ）の軸方向における位置決めを行う機能を有する。
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【００６１】
　そして、上記各フランジ部４４ａには、クリアランスを調整するための治具（不図示；
例えばマイナスドライバー状の治具）が係合する係合部である治具係合部４４ｂが形成さ
れている。なお、本実施形態においては、この治具係合部４４ｂをフランジ部４４ｂに設
けた例を示したが、この形態に限られることはない。上記治具係合部４４ｂは、回転軸を
治具を介して回転させ得る機能を有しておれば良い。したがって、治具係合部４４ｂは、
回転軸の端部に設けられていればよい。
【００６２】
　そして、上記各回転軸（第１回転軸４４（ＲＬ），第２回転軸４４（ＵＤ））は、それ
ぞれが対応している中心軸（ＵＤ，ＲＬ）に沿う方向における位置を調整自在となるよう
に構成されている。
【００６３】
　即ち、第１回転軸４４（ＲＬ）の螺合部４４ｃと、フレーム４３の螺合溝４３ｃとによ
って、第１回転軸４４（ＲＬ）とフレーム４３のとの相対的な位置関係を調整し、第１軸
受部４０ｂとフランジ部４４ａとのクリアランスを調整する位置調整機構を構成している
。
【００６４】
　同様に、第２回転軸４４（ＵＤ）の螺合部（不図示）と、レバー基部４２の螺合溝（不
図示）とによって、第２回転軸４４（ＵＤ）とレバー基部４２との相対的な位置関係を調
整し、第２軸受部４３ｂとフランジ部４４ａとのクリアランスを調整する位置調整機構を
構成している。
【００６５】
　さらに、各回転軸のフランジ部４４ａと各軸受部４０ｂ，４３ｂとが当接する部位には
、例えば樹脂製部材等の柔軟な素材を用いて略円環形状に形成されたスペーサ部材４５が
配設されている。
【００６６】
　つまり、上記スペーサ部材４５は、各回転軸の回転する部分であるフランジ部４４ａと
、このフランジ部４４ａが当接し摺動する固定側の部分であるケーシング４０，フレーム
４３の一部との間に設けられている。
【００６７】
　したがって、上記スペーサ部材４５は、各回転軸が各軸受部４０ｂ，４３ｂにおいて回
転する際に、各回転軸のフランジ部４４ａと、このフランジ部４４ａが当接する固定側の
部位（ケーシング４０，フレーム４３）の摩耗を抑止している。
【００６８】
　さらに、各回転軸やフランジ部４４ａ及び各軸受部４０ｂ，４３ｂにおけるエッジ部分
には、Ｒ面取り加工等を施すことが望ましい。このような工夫により、部品間の摩耗をさ
らに抑止することができる。
【００６９】
　このような構成により、前記螺合部４４ｃを前記螺合溝４３ｃに螺合させた状態で、前
記フランジ部４４ａに設けられた治具係合部４４ｂに治具をあてがって、各回転軸を所定
の方向に回転させることにより、当該回転軸４４を所定の中心軸（ＵＤ，ＲＬ）に沿う方
向に進退させることができる。これによって、所定の中心軸（ＵＤ，ＲＬ）に沿う方向に
おける各回転軸の位置を調整し、前記所定の中心軸（ＵＤ，ＲＬ）に沿う方向の各対応す
る軸受部（第１軸受部４０ｂ，第２軸受部４３ｂ）とフランジ部４４ａとのクリアランス
を調整することができる。ここで回転軸の位置調整は、組み立て工程において行われる。
【００７０】
　この場合における各回転軸の位置調整は、軸受部（４０ｂ，４３ｂ）とフランジ部４４
ａとの面圧を適切となるように管理することで、両部品（軸受部（４０ｂ，４３ｂ）とフ
ランジ部４４ａ）が摺動する部分の摩擦力を制御することができる。
【００７１】
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　このようにして、各回転軸の位置調整を行った後は、各回転軸とフレーム４３及びレバ
ー基部４２との間を、例えば接着剤等を用いて固定する。
【００７２】
　以上説明したように上記一実施形態によれば、ジョイスティック式の湾曲操作用操作部
材（湾曲操作レバー４１）を具備する内視鏡２の湾曲操作機構２５において、所定の中心
軸ＵＤに対して一端（レバー基部４２）が中心軸ＵＤ周りに回動自在に保持された湾曲操
作レバー４１と、湾曲操作レバー４１が連結され所定の中心軸ＲＬに対して湾曲操作レバ
ー４１と共に回動するフレーム４３と、所定の中心軸（ＵＤ，ＲＬ）と同軸にフレーム４
３の端部（４３ａ）に連結された回転軸（第１回転軸４４（ＲＬ），第２回転軸４４（Ｕ
Ｄ））と、各回転軸を回動自在に保持する孔（４０ａ等）をそれぞれ有する軸受部（第１
軸受部４０ｂ（ケーシング４０の一部），第２軸受部４３ｂ（フレーム４３の一部））と
、各回転軸の端部に設けられ各孔（４０ａ等）の内径よりも大きい外径部を有するフラン
ジ部４４ａとを具備して構成される。この場合において、フレーム４３の螺合溝４３ｃと
第１回転軸４４（ＲＬ）の螺合部４４ｃとを螺合させ、またレバー基部４２の螺合溝（不
図示）と第２回転軸４４（ＵＤ）の螺合部（不図示）とを螺合させて、各回転軸を所定の
中心軸（ＵＤ，ＲＬ）に沿う方向に進退させることによって、所定の中心軸（ＵＤ，ＲＬ
）に沿う方向における各回転軸の位置の調整を自在に行って、所定の中心軸（ＵＤ，ＲＬ
）に沿う方向の軸受部（４０ｂ，４３ｂ）とフランジ部４４ａとのクリアランスを調整す
ることができる。
【００７３】
　簡略にいうと、各回転軸にフランジ部４４ａを設け、フランジ部４４ａを軸受部（４０
ｂ，４３ｂ）と接触させるように組み立てる。このとき、各回転軸に螺合部を設け、対応
するフレーム４３及びレバー基部４２に螺合溝を設けることにより、各回転軸の各中心軸
ＵＤ，ＲＬ（スラスト方向）における位置を調整し得る様に構成している。
【００７４】
　このような構成により、湾曲操作レバー４１が所定の中心軸（ＵＤ，ＲＬ）周りに回動
する際に、回転軸と軸受部（４０ｂ，４３ｂ）との間に生じる回転ガタやカジリの発生，
過度の摩擦を抑制することができ、よって常に円滑な湾曲操作レバー４１の傾倒操作を実
現することができる。
【００７５】
　また、各回転軸は、少なくとも孔（４０ａ等）の内周と接触する部分を球状に形成した
球状部４４ｄを有している。この構成によれば、第１回転軸４４（ＲＬ）と第１軸受部４
０ｂの孔４０ａの内周とを線接触とすることができるので、例えば、工作精度によって孔
の配置が中心軸から若干ずれてしまっていても、回転軸のスムースな回転を確保すること
ができ、よって円滑な傾倒操作を行うことができる。
【００７６】
　なお、少なくとも回転軸の外周と接触する部分を球状に形成した形態でも同様の効果を
得ることができる。
【００７７】
　さらに、軸受部（４０ｂ，４３ｂ）とフランジ部４４ａと間に、スペーサ部材４５を介
在させることによって、各回転軸が各軸受部（４０ｂ，４３ｂ）において回転する際に、
フランジ部４４ａが固定側の部位（ケーシング４０，フレーム４３）に当接しながら回転
することによって、両部材が摩耗することを抑止することができる。
【００７８】
　［変形例］
　上述の一実施形態の内視鏡２の湾曲操作機構２５においては、軸受部（４０ｂ，４３ｂ
）を用いて所定の回転軸（４４（ＲＬ），４４（ＵＤ））のそれぞれを固定部材（ケーシ
ング４０）の所定の部位において回動自在に配設している。
【００７９】
　また、上記所定の回転軸（４４（ＲＬ），４４（ＵＤ））には、フランジ部４４ａと螺
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合部４４ｃとを設け、フレーム４３及びレバー基部４２側には螺合溝４３ｃを設けている
。
【００８０】
　そして、螺合部４４ｃと螺合溝４３ｃとを螺合させて、上記所定の回転軸（４４（ＲＬ
），４４（ＵＤ））のそれぞれを各回転軸の軸方向に進退させ、フランジ部４４ａをケー
シング４０（軸受部（４０ｂ，４３ｂ））の外周面に当接させることで、上記所定の回転
軸（４４（ＲＬ），４４（ＵＤ））とフレーム４３及びレバー基部４２との相対的な位置
関係をそれぞれを調整する位置調整機構を構成している。
【００８１】
　しかしながら、上記位置調整機構の構成は、上述の一実施形態で示す例示に限られるこ
とはなく、様々な形態が考えられる。以下に、上記位置調整機構についての３つの変形例
を例示する。
【００８２】
　各変形例の基本的な構成は、上述の一実施形態と略同様である。したがって、以下の説
明においては、同じ構成についてはその説明を省略し、異なる部分のみを詳述する。
【００８３】
　［第１変形例］
　図７は、本発明の一実施形態の内視鏡の湾曲操作機構において、所定の回転軸とフレー
ム及びレバー基部との相対的な位置関係を調整する位置調整機構の第１変形例を示す要部
拡大断面図である。この図７は、上記一実施形態において図４に相当するものである。な
お、図７は中心軸ＲＬについてのみ説明するが、中心軸ＵＤについても略同様構成である
ものとする。
【００８４】
　この第１変形例においては、第１回転軸４４Ｂ（ＲＬ）は、上述のフランジ部４４ａに
代えて位置規定部としての段差部４４ｆを設けて構成している点が上記一実施形態とは異
なる。したがって、これに応じてケーシング４０Ｂに設けられる軸受部４０ｂ、孔４０ａ
等の形状も異なる。さらに、本変形例においては、スペーサ部材４５を第１回転軸４４Ｂ
（ＲＬ）に設けた段差部４４ｆと、ケーシング４０（軸受部４０ｂ）の内周壁との間に設
けた点が異なる。
【００８５】
　即ち、本変形例の構成においては、第１回転軸４４Ｂ（ＲＬ）は、螺合部４４ｃと螺合
溝４３ｃとを螺合させてフレーム４３の一部（第１端部４３ａ（ＲＬ））に取り付けられ
る。
【００８６】
　この状態で、第１回転軸４４Ｂ（ＲＬ）の一端（球状部４４ｄ側）に設けられた治具係
合部４４ｂに所定の調整治具（不図示）をあてがって回転させる。このとき、上記第１回
転軸４４Ｂ（ＲＬ）を、その軸方向に沿って移動させ、フレーム４３の内側からケーシン
グ４０（軸受部４０ｂ）側に向けて当接させるように進める。
【００８７】
　そして、第１回転軸４４Ｂ（ＲＬ）の段差部４４ｆをスペーサ部材４５を介してケーシ
ング４０（軸受部４０ｂ）の内周壁に当接させる。これにより、第１回転軸４４Ｂ（ＲＬ
）は、その軸方向において位置決めされる。したがって、これにより、第１回転軸４４Ｂ
（ＲＬ）とフレーム４３との位置調整がなされる。その他の構成は、上述の一実施形態と
同様である。
【００８８】
　このような構成の上記第１変形例によっても、上述の一実施形態と同様の効果を得るこ
とができる。
【００８９】
　［第２変形例］
　図８は、本発明の一実施形態の内視鏡の湾曲操作機構において、所定の回転軸とフレー
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ム及びレバー基部との相対的な位置関係を調整する位置調整機構の第２変形例を示す要部
拡大断面図である。この図８も上記一実施形態において図４に相当するものである。なお
、図８においても、中心軸ＲＬについてのみ説明する（中心軸ＵＤも略同様）。
【００９０】
　この第２変形例の基本的な構成は、上記第１変形例と略同様である。本変形例において
は、第１回転軸４４Ｂ（ＲＬ）の螺合部４４ｃに対応する螺合溝４０ｃを、ケーシング４
０Ｃ側の孔４０ａに設けている点が異なる。
【００９１】
　一方、フレーム４３Ｃの一部である第１端部４３Ｃａ（ＲＬ）側の孔４３Ｃｄに軸受部
４３Ｃｂを設けて構成している点が異なる。
【００９２】
　なお、この場合において、第１回転軸４４Ｂ（ＲＬ）自体の構成は、上記第１変形例と
全く同様である。したがって、上記第１変形例と同じ符号を付してその詳細説明は省略す
る。
【００９３】
　また、本変形例においては、スペーサ部材４５を第１回転軸４４Ｂ（ＲＬ）の位置規定
部である段差部４４ｆと、フレーム４３Ｃ（軸受部４０Ｃｂ）の外周壁との間に設けてい
る点が異なる。
【００９４】
　したがって、本変形例の構成においては、第１回転軸４４Ｂ（ＲＬ）の一端（球状部４
４ｄ側）をケーシング４０Ｃの孔４０ａを通過させた後、フレーム４３Ｃの孔４３Ｃｄへ
と嵌合させる。そのために、第１回転軸４４Ｂ（ＲＬ）の球状部４４ｄの直径は、ケーシ
ング４０Ｃの孔４０ａの内径よりも小径となるように設定されている。
【００９５】
　これと同時に、第１回転軸４４Ｂ（ＲＬ）の螺合部４４ｃとケーシング４０Ｃの螺合溝
４０ｃとを螺合させて、第１回転軸４４Ｂ（ＲＬ）をケーシング４０Ｃに取り付ける。
【００９６】
　この状態で、第１回転軸４４Ｂ（ＲＬ）の治具係合部４４ｂに所定の調整治具（不図示
）をあてがって回転させて、上記第１回転軸４４Ｂ（ＲＬ）を、その軸方向に沿って移動
させ、フレーム４３Ｃの外側（ケーシング４０Ｃ側）からフレーム４３Ｃ（軸受部４３Ｃ
ｂ）側に向けて当接させるように進める。
【００９７】
　そして、第１回転軸４４Ｂ（ＲＬ）の段差部４４ｆをスペーサ部材４５を介してフレー
ム４３Ｃ（軸受部４０Ｃｂ）の外周壁に当接させる。これにより、第１回転軸４４Ｂ（Ｒ
Ｌ）は、その軸方向において位置決めされる。したがって、これにより、第１回転軸４４
Ｂ（ＲＬ）とフレーム４３との位置調整がなされる。その他の構成は、上述の一実施形態
と同様である。
【００９８】
　このような構成の上記第２変形例によっても、上述の一実施形態と同様の効果を得るこ
とができる。
【００９９】
　［第３変形例］
　図９は、本発明の一実施形態の内視鏡の湾曲操作機構において、所定の回転軸とフレー
ム及びレバー基部との相対的な位置関係を調整する位置調整機構の第３変形例を示す要部
拡大断面図である。この図９も上記一実施形態において図４に相当するものである。なお
、図９においても、中心軸ＲＬについてのみ説明する（中心軸ＵＤも略同様）。
【０１００】
　この第３変形例の基本的な構成は、上述の一実施形態及び上記第２変形例と略同様であ
る。
【０１０１】
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　即ち、本変形例においては、第１回転軸４４Ｄ（ＲＬ）にフランジ部４４Ｄａと、螺合
部４４Ｄｃを設けて構成している点においては、上記一実施形態と略同様である。
【０１０２】
　しかし、本変形例においては、第１回転軸４４Ｄ（ＲＬ）のフランジ部４４Ｄａは、フ
レーム４３Ｄの内側面に、スペーサ部材４５を介して当接するように配置されている。ま
た、第１回転軸４４Ｄ（ＲＬ）の螺合部４４Ｄｃに対応する螺合溝４０Ｄｃは、上記第２
変形例と略同様に、ケーシング４０Ｄ側の孔４０Ｄａに設けている。
【０１０３】
　したがって、本変形例においては、フレーム４３Ｄの一部（第１端部４３Ｄａ（ＲＬ）
側の孔４３Ｄｄに軸受部４３Ｄｂが設けられている。
【０１０４】
　そして、上記軸受部４３Ｄｂの孔４３Ｄｄの内周に、第１回転軸４４Ｄ（ＲＬ）の球状
部４４Ｄｄが当接するように構成されている。
【０１０５】
　このような構成により、本変形例においては、第１回転軸４４Ｄ（ＲＬ）の他端（螺合
部４４Ｄｃ側）をフレーム４３Ｄの孔４３Ｄｄを通過させた後、螺合部４４Ｄｃをケーシ
ング４０Ｄの孔４０Ｄａの螺合溝４０Ｄｃへと螺合させる。これにより、第１回転軸４４
Ｄ（ＲＬ）はケーシング４０Ｄに取り付けられる。そのために、第１回転軸４４Ｄ（ＲＬ
）の螺合部４４Ｄｃの直径は、フレーム４３Ｄの孔４３Ｄｄの内径よりも小径となるよう
に設定されている。
【０１０６】
　この状態で、第１回転軸４４Ｄ（ＲＬ）の治具係合部４４ｂに所定の調整治具（不図示
）をあてがって回転させて、上記第１回転軸４４Ｄ（ＲＬ）を、その軸方向に沿って移動
させ、フランジ部４４Ｄａをフレーム４３Ｄ内周にスペーサ部材４５を介して当接させる
。これにより、第１回転軸４４Ｄ（ＲＬ）は、その軸方向において位置決めされる。した
がって、これにより、第１回転軸４４Ｄ（ＲＬ）とフレーム４３との位置調整がなされる
。その他の構成は、上述の一実施形態と同様である。
【０１０７】
　このような構成の上記第３変形例によっても、上述の一実施形態と同様の効果を得るこ
とができる。
【０１０８】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲内
において種々の変形や応用を実施し得ることが可能であることは勿論である。さらに、上
記実施形態には、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における
適宜な組み合わせによって、種々の発明が抽出され得る。例えば、上記一実施形態に示さ
れる全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題が解
決でき、発明の効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽
出され得る。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。この
発明は、添付のクレームによって限定される以外にはそれの特定の実施態様によって制約
されない。
【０１０９】
　本出願は、２０１７年１月５日に日本国に出願された特許出願２０１７－０００６４５
号を優先権主張の基礎として出願するものである。上記基礎出願により開示された内容は
、本願の明細書と請求の範囲と図面に引用されているものである。
【産業上の利用可能性】
【０１１０】
　本発明は、医療分野の内視鏡制御装置だけでなく、工業分野の内視鏡制御装置にも適用
することができる。
【要約】
　本発明の内視鏡の湾曲操作機構は、中心軸（ＵＤ，ＲＬ）に対して一端が回動自在に保
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持された操作レバー（４１）と、操作レバーが連結され中心軸に対して操作レバーと共に
回動するフレーム（４３）と、フレームを回動自在に支持する固定部材（４０）と、中心
軸と同軸にフレームの端部又は固定部材の端部のいずれか一方に連結された回転軸（４４
）と、フレーム又は固定部材のいずれか一方に設けられ回転軸を回動自在に保持する孔（
４０ａ）を有する軸受部（４０ｂ，４３ｂ）と、回転軸の一部に設けられ孔の内径よりも
大きい外径部を有し、フレームの一部又は固定部材の一部に当接して当該回転軸の軸方向
における位置を規定する位置規定部（４４ａ）とを具備し、回転軸は所定の中心軸に沿う
方向の位置を調整自在に構成され、中心軸に沿う方向の回転軸の位置を調整することで中
心軸に沿う方向の軸受部と位置規定部とのクリアランスを調整する。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】



(17) JP 6395174 B1 2018.9.26

10

フロントページの続き

(72)発明者  佐藤　優太
            東京都八王子市石川町２９５１番地　オリンパス株式会社内

    審査官  奥田　雄介

(56)参考文献  国際公開第２０１６／１９９４８５（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１５／１５６０４６（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０１３－０３９１８８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　１／００　　　　



专利名称(译) 内窥镜弯曲操作机构

公开(公告)号 JP6395174B1 公开(公告)日 2018-09-26

申请号 JP2018532336 申请日 2017-10-12

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) 奥林巴斯公司

当前申请(专利权)人(译) 奥林巴斯公司

[标]发明人 松井聡大
安永浩二
佐藤優太

发明人 松井 聡大
安永 浩二
佐藤 優太

IPC分类号 A61B1/00

CPC分类号 A61B1/00039 A61B2034/742 A61B2090/034 A61B1/00 G05G2009/04718 G02B23/24 H01H25/04 
H01H2300/014 A61B1/0052

FI分类号 A61B1/00.711

代理人(译) 伊藤 进
长谷川 靖
ShinoUra修

优先权 2017000645 2017-01-05 JP

其他公开文献 JPWO2018128001A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明的内窥镜的弯曲操作机构包括：操作杆（41），其一端相对于中
心轴（UD，RL）可旋转地保持；以及操作杆，其连接至该操作杆。 与
之一起旋转的框架（43），可旋转地支撑框架的固定构件（40）以及同
轴连接至中心轴并连接至框架的端部或固定构件的端部的旋转轴。 
（44），轴承部（40b，43b），该轴承部（40b，43b）在框体或固定部
件上设置有用于旋转自如地保持旋转轴的孔（40a），在旋转轴的一部分
上具有孔。 旋转轴具有外径部分，该外径部分大于内径；以及位置限定
部分（44a），其与框架的一部分或固定构件的一部分抵接，以限定旋转
轴的轴向位置。 构造成使得可以调节沿着预定中心轴的方向上的位置，
并且可以通过调节旋转轴在沿着中心轴的方向上的位置来调节中心轴。 
调整位置限定部，并沿所述轴承部的方向之间的间隙。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/5af4f685-a219-409a-b479-2b2616900715
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062789335/publication/JP6395174B1?q=JP6395174B1

